
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆容器転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、乱暴な取扱い

をしないようにしてください。 
 ➣ロープ等で容器を車両等としっかり固定しましょう。また、車両の揺れによる他の積載物

からの影響を受けないようにしましょう。 
➣容器は、水平な場所に置きましょう。 
➣容器は、上から物が落ちる場所に置かないように 

しましょう。 
 ➣容器には、固定プロテクター又はキャップを装着しましょう。 

➣圧力調整器は、容器（ボンベ）から外して積載しましょう。 
 ➣横置きでは積まないようにしましょう。 
◆ＬＰガスとの消防法の危険物（消防法第２条第７項に規定する 
危険物）との混載は、次の場合を除いて禁止されています。 
➣内容積１２０リットル未満の容器に充てんされたＬＰガスと 
 消防法別表に掲げる第四類の危険物（ガソリン、灯油、軽油など） 

◆容器の温度は、常に４０℃以下に保ちましょう。 
 
 
◆車両の前方及び後方から見やすい位置に設置します（１回限りの運搬でも必要です） 
◆黒地に黄色（蛍光）文字で、「高圧ガス」が基本です 
◆大きさに指定があります 
 ＜ヨコ：車幅の３０％以上、タテ：ヨコ寸法の２０％以上＞ 
 
 
◆ＬＰガス容器の内容積が１５０㎏までは、Ｂ３以上の能力を持つ消火器 
１本以上を携行し、速やかに使用できる場所に設置してください。 

◆月１回以上点検し、正常な状態を維持してください。 
◆有効期限内のものであっても、①容器外面に腐食がある②ピンがない③ピ 
ンとグランド部のシールがないか切れているものなどは、改善してください。 

縁日祭礼や各種イベント等の屋台・模擬店、移動販売などで 

ＬＰガス容器（ボンベ）を車両で移動する際の注意事項について 

 ＬＰガス充てん容器を車両で移動する場合には、高圧ガス保安法の移動の基準が適用され

ます。屋台や模擬店で使用する時や車両で飲食物を移動して販売する時など、ＬＰガスを車

両で移動する際には、高圧ガス保安法、並びに関係法令を守り、高圧ガスによる災害防止に

努められますようお願いいたします。 

（※）が付されている項目は、ＬＰガス充てん容器（以下「容器」という）の内容積が 
２０リットル以下で、かつ、内容積の合計が４０リットル以下の移動の場合は、適用され

ません。 
ＬＰガス容器の内容積は、８ｋｇの容器で約１９リットルです。８ｋｇを超える容器を積

載する場合や、８ｋｇの容器を３本以上積載する場合は、適用を受けます。 

◎積載方法 

圧力調整器 

プロテクター

◎警戒標（※） 

◎消火器（※） 



 
 
◎携行書面 

◆移動時の注意事項を表示したラベルが貼ってある内容積２０リットル以下の容器のみで、か

つ、内容積の合計が４０リットル以下の移動の場合は、適用されません。 
◆上記以外の場合は、運搬しているガスの名称、性状及び災害防止のために必要な注意事項を

記載した携行書面（イエローカード）を携行してください。 

「移動時の注意事項のラベル」には、 
①ＬＰガス容器の取り扱い及び移動中の

基本的注意事項 
②ガス漏れがあった場合の措置 
③吸入や皮膚に付着した時の応急措置 
などが記載されています。はがれたり、 
汚れた場合には、ＬＰガス販売店に改め 
てラベルをいただいて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◎防災資機材（※）

◆防災工具は次のとおりです。 
 赤旗、赤色合図灯又は懐中電灯・電池、メガホン、ロープ（長さ１５ｍ以上×２本以上）、

漏えい検知器、石鹸水、車輪止め（２個以上）、容器バルブ開閉ハンドル、容器バルブグ

ランドスパナ又はモンキレンチ、革手袋 

 
 
 
 
 
◎移動・駐車（※） 

◆駐車する時は、充てん容器等の積み卸しを行う場合を除いて、学校や病院等が密集する地域

を避け、かつ、交通量が少ない安全な場所を選びましょう。 
◆食事その他やむを得ない場合を除き、車両を離れないようにしましょう。 
◆長時間、車両にＬＰガス容器等を積載したまま駐車しないようにしましょう。 
 
 
◆ＬＰガス容器のバルブは、確実に閉めましょう。 

◎その他 

◆車内にＬＰガス容器を積んで移動する際は、ガス漏れが生じても滞留しないように窓を開け

ておくなど、換気措置を施すことが望まれます。 
◆高圧ガス保安法に違反し罰則が適用された場合、交通違反などとは異なり、刑事事件として

扱われます。また、両罰規定があり、違反者だけではなく法人等の代表者や個人にも刑が科

されますので、注意してください。 
◆ＬＰガスによる事故を未然に防止するため、法令の適用が除外されている場合でも、法令に 
準じて措置を講じることが望まれます。 
 
 
 
 

【お問い合わせ】東京都環境局 
＜区部・島しょ＞環境改善部環境保安課ガス冷凍係（０３－５３８８－３５４３） 
＜多摩部＞   多摩環境事務所管理課ガス冷凍係（０４２－５２５－４７７２） 


